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皆さんの生活に関することについてのお知らせです。

１４

市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
の

愛
称
が
決
ま
り
ま
し
た

市
民
活
動
促
進
課
　
緯
　
１
１
５
７

（６１）

　
多
く
の
方
に
ご
応
募
い
た
だ
い
た
市

民
活
動
セ
ン
タ
ー
（
旧
総
合
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
）
の
愛
称
が
決
定
し

ま
し
た
。

▼
愛
称
　
こ
こ
ね
っ
と
（
意
味
　
心
を

つ
な
ぐ
、
人
を
つ
な
ぐ
）

片
柳
由
香
さ
ん
（
佐
野
市
在
住
）

農
業
振
興
地
域
除
外
の

手
続
き
の
受
付
け
を
停
止
し
ま
す

農
政
課
　
緯
　
１
１
６
２

（６１）

　
農
業
振
興
地
域
除
外
の
手
続
き
（
申

し
出
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
　
年
９
月

２０

末
で
受
け
付
け
し
た
も
の
以
降
は
、
農

業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
見
直
し
に
伴

い
し
ば
ら
く
の
間
、
中
断
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
農
用
地
区
域
内
農
地
に
家
の
建
築
や

農
業
用
施
設
な
ど
を
計
画
さ
れ
て
い
る

方
は
、
手
続
き
が
必
要
で
す
の
で
、
注

意
し
て
く
だ
さ
い
。

松
く
い
虫
防
除
事
業
を

実
施
し
ま
す

農
山
村
振
興
課
　
緯
　
１
１
６
３

（６１）

　
緑
豊
か
な
松
林
を
「
松
く
い
虫
」
に

よ
る
被
害
か
ら
守
る
た
め
、
次
の
と
お

　
な
お
、
受
付
再
開
は
平
成
　
年
９
月

２１

末
か
ら
予
定
し
て
い
ま
す
（
中
断
期
間

は
平
成
　
年
　
月
か
ら
平
成
　
年
８

２０

１０

２１

月
）。

４
月
新
任
の
診
療
所
医
師
を

紹
介
し
ま
す

医
療
保
険
課
　
緯
　
３
０
２
４

（２０）

飛駒診療所医師

谷田部峰男

氷室診療所医師

高橋恒存

さ
の
演
劇
塾
の

受
講
生
を
募
集
し
ま
す

sim
i

nkatudo
u@
city.sano

.lg.jp

市
民
活
動
促
進
課
　
緯
　
１
１
５
７

（６１）

　
プ
ロ
の
講
師
が
基
礎
か
ら
応
用
ま
で

り
薬
剤
散
布
を
実
施
し
ま
す
。

〔
空
中
散
布
事
業
〕

▼
方
法
　
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
空
か

ら
の
薬
剤
散
布

▼
日
時
　
６
月
３
日
　
　
午
前
４
時
　

（火）

３０

分
～
８
時
　
分
　

３０

▼
場
所
　
唐
沢
山
県
立
自
然
公
園
（
富

士
町
、
栃
本
町
）

〔
地
上
散
布
事
業
〕

▼
方
法
　
動
力
噴
霧
器
に
よ
る
地
上
か

ら
の
薬
剤
散
布

▼
日
時
　
６
月
７
日
　
　
午
前
４
時
　

（土）

３０

分
～
８
時
　
分
　

３０

▼
場
所
　
愛
宕
山
公
園
（
田
沼
総
合
運

動
場
北
側
）

　
薬
剤
散
布
は
安
全
な
方
法
で
行
い
ま

す
が
、
薬
剤
散
布
時
は
散
布
区
域
内
に

立
ち
入
ら
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
天
候
な
ど
に
よ
り
日
程
が
変

更
さ
れ
る
場
合
に
は
広
報
車
な
ど
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

市
営
墓
地
の
利
用
者
を

募
集
し
ま
す

環
境
政
策
課
　
緯
　
１
１
５
５

（６１）

　
市
営
多
田
墓
地
（
多
田
町
１
３
０
７

番
地
）
に
、
空
き
区
画
が
あ
り
ま
す
の

で
、
希
望
さ
れ
る
方
は
、
現
地
確
認
の

う
え
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
申
込
者
多
数
の
場
合
は
、
抽
選
に
よ

り
決
定
し
ま
す
。

▼
空
き
区
画
数
　
４
区
画
（
区
画
番
号

　
、　

、
１
９
１
、
２
０
５
　
現
地

１２

９３

に
立
て
札
が
立
て
て
あ
り
ま
す
）

▼
墓
地
使
用
料
　
　
万
円
（
１
区
画
約

２５

６
㎡
）

▼
管
理
手
数
料
　
２
１
０
０
円（
年
額
）

▼
申
込
資
格
　
申
請
時
点
で
、
佐
野
市

に
引
き
続
き
１
年
以
上
住
所
を
有
す

る
方

▼
申
込
方
法
　
環
境
政
策
課
に
備
え
付

け
の
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の

う
え
、
申
請
者
の
住
民
票
抄
本
を
添

付
し
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い

▼
申
込
期
間
　
６
月
２
日
　
～
　
日
　

（月）

１３

（金）

午
前
８
時
　
分
～
午
後
５
時
　
分

３０

３０

▼
抽
選
日
　
６
月
　
日
　
　
午
後
１
時

２３

（月）

　
分
か
ら
　
田
沼
庁
舎
大
会
議
室

３０

を
丁
寧
に
指
導
し
ま
す
。
演
劇
や
舞
台

に
興
味
の
あ
る
方
、
初
め
て
の
方
も
大

歓
迎
で
す
の
で
、
こ
の
機
会
に
演
劇
に

参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

▼
対
象
　
高
校
生
以
上

▼
活
動
日
　
不
定
期
（
７
月
～
平
成
　２１

年
２
月
の
期
間
　
約
　
回
）

５０

▼
主
な
活
動
場
所
　
葛
生
あ
く
と
プ
ラ
ザ

▼
定
員
　
　
人
（
定
員
に
な
り
次
第
締

５０

め
切
り
ま
す
）

▼
参
加
費
　
１
０
０
０
円

▼
申
込
方
法
　
は
が
き
、
ま
た
は
各
庁

舎
、
各
支
所
、
各
地
区
公
民
館
に
備

え
付
け
の
チ
ラ
シ
裏
面
の
申
込
書
に

住
所
、
氏
名
、
フ
リ
ガ
ナ
、
年
齢
、

電
話
番
号
を
記
入
の
う
え
、
郵
送

（
〒
３
２
７－

０
３
９
８
　
佐
野
市

田
沼
町
９
７
４－

１
）、
Ｆ
Ａ
Ｘ
（
姉

　
５
５
１
５
）、
電
子
メ
ー
ル
（
　
　

（６２）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
  ）で
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い

※
未
成
年
者
の
場
合
は
、
保
護
者
の
承

諾
が
必
要
で
す

▼
申
込
期
限
　
６
月
　
日
　
ま
で
（
当

１５

（日）

日
消
印
有
効
）
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－

９
１
８
０
）
で
お
知
ら
せ
し
て
い
ま

す
。
　
ま
た
、
と
ち
ぎ
の
青
空
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
、
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
の
注
意
報
の

発
令
状
況
や
大
気
環
境
の
情
報
を
お
知

ら
せ
し
て
い
ま
す
。

・
パ
ソ
コ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
・
携
帯
電
話

　
平
成
　
年
度
か
ら
、
光
化
学
ス
モ
ッ

２０

グ
注
意
報
の
携
帯
電
話
へ
の
メ
ー
ル
配

信
を
開
始
し
ま
し
た
。
配
信
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、
防
災
メ
ー
ル
提
供
シ
ス
テ

ム
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

・
防
災
メ
ー
ル
提
供
シ
ス
テ
ム

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

刃
物
研
ぎ

備考金額内容

刃こぼれ、

サビ落とし

のある物は

左記金額に

５０円～３００円

増しになり

ます

３００円菜切り包丁

４００円刺身出刃包丁

２００円小鋏

５００円裁ち鋏

６００円剪定鋏

６００円刈り込み鋏

〇
大
橋
シ
ル
バ
ー
ワ
ー
ク
プ
ラ
ザ
　
毎

月
第
２
水
曜
日
　
午
前
９
時
～
午
後

４
時（
１
月
と
８
月
は
除
き
ま
す
）

〇
田
沼
事
業
所
　
随
時
受
け
付
け

〇
葛
生
事
業
所
　
毎
月
第
２
火
曜
日
　

　
午
前
９
時
～
　
時
１１

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

緯
　
７
７
６
５

（２３）

▼
日
時
　
５
月
　
日
　
　
午
前
９
時
～

２９

（木）

午
後
４
時

▼
会
場
　
市
役
所
本
庁
舎
南
側
駐
車
場

１５

運
転
免
許
更
新
時
講
習
と

　
　
高
齢
者
講
習
（
６
月
）

〇
安
佐
教
習
所
　
緯
　
０
９
６
５

（２２）

▼
更
新
時
講
習
　
７
日
・
　
日
・
　
日

１４

２１

（
違
反
者
）
、
　
日
（
初
回
）
午
後

２８

３
時
～
５
時

▼
高
齢
者
講
習
　
毎
週
火
曜
日
～
金
曜

日
　
午
前
９
時
～
正
午
（
水
・
金
曜

日
を
除
く
）
、
午
後
１
時
～
４
時

（
要
予
約
）

〇
中
央
教
習
所
　
緯
　
７
１
７
１

（２３）

▼
更
新
時
講
習
　
６
日
・
　
日
・
　
日

２０

２７

（
違
反
者
）
、
　
日
（
初
回
）
午
前

１３

　
時
　
分
～
午
後
０
時
　
分

１０

３０

３０

今
月
の
納
税

収
納
課
　
緯
　
３
０
１
０

（２０）

　
５
月
は
軽
自
動
車
税
の
納
期
で
す
。

　
忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

光
化
学
ス
モ
ッ
グ
に

　
　
　
ご
注
意
く
だ
さ
い

環
境
政
策
課
　
緯
　
１
１
５
５

（６１）

　
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
注
意
報
が
発
令
さ

れ
た
ら

・
屋
外
で
の
激
し
い
運
動
は
さ
け
ま

し
ょ
う

・
目
が
チ
カ
チ
カ
し
た
り
、
の
ど
が
痛

く
な
っ
た
時
は
、
洗
顔
や
う
が
い
を

し
て
、
し
ば
ら
く
安
静
に
し
ま
し
ょ

う
　
被
害
を
受
け
た
方
は
、
環
境
政
策
課

ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
県
で

は
、
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
の
注
意
報
の
発

令
状
況
を
電
話
（
緯
０
２
８－

６
７
３

http://w
w
w
.pref.to

chi

gi.lg.jp/eco
/kankyo

u/ho
zen/ao

zo
ra

.htm
l

gi.lg.jp/m
/ao
zo
ra/

http://w
w
w
.pref.to

chi

http://w
w
w
bo
usai.bo

usai.pref.to
c

higi.lg.jp/bo
usaim

ail/bo
usaim

ail.

htm

退
職
者
医
療
制
度
の

届
け
出
は
お
済
み
で
す
か

医
療
保
険
課
　
緯
　
３
０
２
４

（２０）

　
国
民
健
康
保
険
に
は
、
会
社
な
ど
を

退
職
し
、
厚
生
年
金
・
共
済
年
金
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
方
、
お
よ
び
そ
の

被
扶
養
者
を
対
象
に
退
職
者
医
療
制
度

が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
制
度
で

は
、
退
職
被
保
険
者
が
窓
口
で
支
払
う

医
療
費
は
、
一
般
被
保
険
者
と
変
わ
り

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
自
己
負
担
分
以
外

は
保
険
税
の
ほ
か
に
会
社
な
ど
の
健
康

保
険
か
ら
の
交
付
金
に
よ
り
賄
わ
れ
ま

す
。
　
退
職
者
医
療
制
度
が
適
正
に
適
用
さ

れ
な
い
と
国
民
健
康
保
険
の
医
療
負
担

が
増
大
し
、
皆
さ
ん
の
保
険
税
の
負
担

特
設
人
権
・
行
政
相
談
所

の
開
設

人
権
推
進
課
　
緯
　
３
０
１
１

（２０）

交
通
生
活
課
　
緯
　
１
１
５
９

（６１）

　
毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
の
困
り
ご
と

や
心
配
ご
と
に
つ
い
て
の
相
談
所
を
開

設
し
ま
す
。
ま
た
、
行
政
に
関
す
る
ご

要
望
、
ご
意
見
も
お
う
か
が
い
し
ま
す
。

　
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
の
で
、
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
　
５
月
　
日
　
　
午
後
１
時
　

３０

（金）

３０

分
～
４
時

▼
会
場
　
本
庁
舎
１
階
第
２
会
議
室

（
議
場
棟
下
）

▼
相
談
員
　
人
権
擁
護
委
員
、
行
政
相

談
委
員
、
県
民
相
談
員
、
法
務
局
職
員

も
大
き
く
な
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
退

職
者
医
療
制
度
に
該
当
す
る
方
は
必
ず

届
け
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
対
象
　
　
歳
未
満
の
国
民
健
康
保
険

６５

に
加
入
し
て
い
る
方
（
新
規
に
国
保

に
加
入
さ
れ
る
方
）
で
、
厚
生
年
金

や
共
済
年
金
の
加
入
期
間
が
　
年
以

２０

上
（
ま
た
は
　
歳
以
降
に
　
年
以
上
）

４０

１０

あ
っ
て
、
老
齢
厚
生
年
金
・
共
済
年

金
の
受
給
権
者
お
よ
び
そ
の
被
扶
養

者
▼
手
続
き
に
必
要
な
物
　
社
会
保
険
離

脱
証
明
書
（
新
規
に
国
保
に
加
入
す

る
方
）、
国
保
の
被
保
険
証
（
本
人
ま

た
は
家
族
が
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
る
方
）、
印
鑑
、
年
金
証
書

（
加
入
月
数
が
わ
か
る
も
の
）

▼
受
付
場
所
　
各
総
合
窓
口
課
、
各
支

所

▼
高
齢
者
講
習
　
毎
週
月
曜
日
・
火
曜

日
・
木
曜
日
（
　
日
・
　
日
を
除

１６

１７

く
）
午
後
０
時
　
分
～
３
時
　
分

３０

３０

（
要
予
約
）


